
 

原子力施設等におけるトピックス 

（令和 4 年 7 月 18 日～7 月 24 日） 

令和 4 年 7 月 27 日 

原 子 力 規 制 庁 

〇令和 4 年 7 月 18 日～7 月 24 日の間に発生した以下の法令報告事象に該当する事案は、下表のとおり。 

 原子炉等規制法第６２条の３又は放射性同位元素等規制法第３１条の２に基づく報告事案（発生に係る報告に限る） 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

   該当なし  

〇主要な原子力事業者（＊）の原子力事業所内で令和 4 年 7 月 18 日～7 月 24 日の間に発生した以下に該当する事案は、下表のとおり。 

 保安規定に定める運転上の制限(LCO)から逸脱した事案 

 原子炉等規制法第６２条の３に基づく報告事項に該当しないが安全確保に関係する事案で、事業者がプレス公表したもの 

＊････原子力発電所を所有する電気事業者、日本原子力研究開発機構及び日本原燃㈱ 

発表日 事業者名 事業所名 件名 備考 

7 月 21 日 四国電力株式会社 伊方発電所 伊方発電所３号機における運転上の制限の逸脱について 
・LCO逸脱 21日8:59 

・LCO復帰 21日18:05 

7 月 21 日 関西電力株式会社 高浜発電所 高浜発電所３号機における運転上の制限の逸脱について 
・LCO逸脱 21日14:30 

・LCO復帰 22日16:25 

＜参考＞ 海外の原子力施設におけるトピックス 

該当なし 

＜その他＞ 

該当なし 

 

（別紙 1）四国電力株式会社からの報告の概要 

（別紙 2）関西電力株式会社からの報告の概要 
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（別紙1）
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令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ２ 日 

四 国 電 力 株 式 会 社 

 

伊方発電所３号機 海水ポンプ潤滑水の配管清掃に伴う 

運転上の制限の逸脱について 

 

通常運転中の伊方発電所３号機（定格電気出力８９万キロワット）において、  

７月１８日、４台ある海水ポンプのうち、３Ｃ（運転中）の軸受潤滑水およびモー

タ冷却水を供給する系統（以下、「通常系統」という。）の流量が低下したことから、

念のためバックアップ系統からも給水し、海水ポンプ３Ｃの運転を継続しました。 

 

当該流量の低下については、海生生物の付着等の可能性が考えられたことから、

３Ｃおよび系統を共有する３Ｄ（待機中）の通常系統の一部の配管清掃を実施する

こととし、当該清掃に先立ち、７月２１日８時５９分、３Ｃおよび３Ｄの通常系統

からの給水を停止しました。これに伴い、保安規定に定める運転上の制限※を満足し

ない状態にあると判断しました。なお、通常系統からの給水停止後も、バックアッ

プ系統からの給水を継続していました。 

 

その後、当該配管の清掃を実施した結果、海水ポンプ３Ｃ、３Ｄの通常系統の流

量回復を確認しました。これにより、７月２１日１８時５分に運転上の制限を満足

していることを確認し、通常状態に復旧しました。 

 

本事象によるプラントへの影響および環境への放射能の影響はありません。 

 

※保安規定では、安全機能を確保するために必要な機器の台数等を「運転上の制限」とし

て定めており、海水ポンプは、プラント通常運転中に２系統（３Ａ、３Ｂポンプおよび

３Ｃ、３Ｄポンプ）が動作可能であることを求めている。 

 

（参考） 

 ○海水ポンプ 

１次系のポンプや非常用ディーゼル発電機等の冷却水を熱交換器を介して冷却するため

の海水を送水するポンプ。海水ポンプは４台設置しており、そのうち２台を運転し２台

を待機状態としている。 

 

○潤滑水 

海水ポンプ軸受部の過熱を防止し、ポンプの回転を円滑にするために供給している海水

（冷却水）。潤滑水系統からは軸受潤滑水の他、モータ冷却水にも供給している。 

 

 

添付資料 伊方発電所３号機 海水ポンプ３Ｃ、３Ｄ潤滑水系統 概略図 

 

 

以 上 

（四国電力株式会社HP掲載資料）
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（添付資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方発電所３号機 海水ポンプ３Ｃ、３Ｄ潤滑水系統 概略図 

 

 

 

 

Ｓ

流量計

海水ポンプ３C（運転）

原子炉補機冷却海水系統

流量計

流量計

通常系統

バックアップ系統

海水ポンプ３D（待機）

流量計

配管清掃箇所

バックアップ系統

バックアップ系統

  ストレーナ Ｓ

海水ピット

Ｓ Ｓ Ｓ

 　ストレーナ：系統を流れる流体から異物を除去する
　　　　　　　 　 　ための機器
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（別紙2）
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高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について 

 
２０２２年７月２１日 
関西電力株式会社 

 
 高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）は、第２５回定期検査中、本日１４時  

１９分に、「タービン動補助給水ポンプ※１制御油圧低」警報※２が発信しま

した。 

現場の状況を確認した結果、床面に約２ｍ×約４ｍ×約１ｍｍの油（約

８リットル）が漏れていることを確認したため、制御油ポンプ※３を停止し

たところ、油の漏れは停止しました。 

 このため、タービン動補助給水ポンプが動作できない状態となったこと

から、同日１４時３０分に保安規定の運転上の制限※４を満足していない

状態にあると判断しました。 

 

現在、原因について、調査を行っています。 

 

本事象による環境への放射能の影響はありません。 
 
※１：主給水系統事故時など、通常の給水系統の機能が失われた場合に、蒸気発生器に

給水を行うためのポンプで、蒸気発生器で発生した主蒸気の一部でタービンを回
し、その回転力でポンプを駆動するポンプのこと。そのほか高浜発電所３号機に
は、補助給水ポンプとして、電動補助給水ポンプが２台あり、タービン動補助給
水ポンプ１台とあわせて、通常時は３台とも待機状態にあり、定期的に運転して
異常のないことを確認している。 

※２：油圧が１７７ｋＰａ以下となった場合に発信する。平常値は約２００～３８０ 

ｋＰａ。 

※３：タービン動補助給水ポンプを起動するための蒸気入口調整弁（油圧式）へ油を  

供給するためのポンプ。 
※４：保安規定第６５条において、モード３（１次冷却材温度１７７℃以上）の状態で

電動補助給水ポンプによる２系統およびタービン動補助給水ポンプによる１系
統が動作可能であることが求められている。 

 
以 上 

 
 

（関西電力株式会社HP掲載資料）6



 高浜発電所 第 65 条-1/3 

（補助給水系） 

第 ６５ 条 モード１、２、３および４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場

合）において、補助給水系は、表６５－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．補助給水系が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の各

号を実施する。 

(1) 当直課長は、定期事業者検査時に、施錠等により固定されていない補助給水系の流

路中の弁が正しい位置にあることを確認する。 

(2) 発電室長は、定期事業者検査時に、１号炉および２号炉のタービン動補助給水ポン

プを起動させ、異常な振動、異音、異臭および漏えいがないことを確認する。 

(3) 発電室長は、定期事業者検査時に、３号炉および４号炉のタービン動補助給水ポン

プを起動させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表６５－２に定

める事項を確認する。 

(4) 発電室長は、定期事業者検査時に、補助給水ポンプが模擬信号により起動すること

を確認する。ただし、タービン動補助給水ポンプについては、起動弁が動作すること

を確認する。 

(5) 発電室長は、定期事業者検査時に、１号炉および２号炉の電動補助給水ポンプを起

動させ、異常な振動、異音、異臭および漏えいがないことを確認する。 

(6) 発電室長は、定期事業者検査時に、３号炉および４号炉の電動補助給水ポンプを起

動させ、異常な振動、異音、異臭、漏えいがないこと、および表６５－３に定める事

項を確認する。 

(7) 当直課長は、モード１、２および３において、１ヶ月に１回、２台の電動補助給水

ポンプおよび１台のタービン動補助給水ポンプについて、ポンプを起動し、動作可能

であることを確認する※１。また、確認する際に操作した弁については、正しい位置に

復旧していることを確認する。 

(8) 当直課長は、モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用されている場合）におい

て、１ヶ月に１回、１台以上の電動補助給水ポンプが手動で起動可能であることを確

認する。 

３．当直課長は、補助給水系が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合、表６５－４の措置を講じる。 

 

※１：運転中のポンプについては、運転状態により確認する。なお、モード３において、

タービン動補助給水ポンプが動作可能であることの確認は、起動弁の開閉確認をも

って代えることができる（以下、本条において同じ）。 

 

添付資料－2（1／3）添付資料（１／３）
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 高浜発電所 第 65 条-2/3 

表６５－１ 

項 目 運転上の制限 

補助給水系※２ 

(1) モード１、２および３において、電動補助給水ポ

ンプによる２系統およびタービン動補助給水ポン

プによる１系統が動作可能であること※３ 

(2) モード４（蒸気発生器が熱除去のために使用され

ている場合）において、電動補助給水ポンプによ

る１系統以上が動作可能であること 

※２：補助給水系は、重大事故等対処設備を兼ねる。 

補助給水系が動作不能時は、第８５条（表８５－８）の運転上の制限も確認する。 

※３：タービン動補助給水ポンプについては、原子炉起動時のモード３において試運転に

係る調整を行っている場合、運転上の制限は適用しない。 

 

表６５－２ 

項 目 確認事項 

タービン動補助給水ポンプ 

テストラインにおける吐出圧力が        . 

         MPa 以上、容量が    m3/h 以上

であることを確認する 

 

表６５－３ 

項 目 確認事項 

電動補助給水ポンプ 
テストラインにおける揚程が    m 以上、容量が 

    m3/h 以上であることを確認する 

 

添付資料－2（2／3）添付資料（２／３）
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 高浜発電所 第 65 条-3/3 

表６５－４ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. モード１、２および３に

おいて、補助給水系１系

統が動作不能である場合 

A.1 当直課長は、当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。 

および 

１０日 

A.2 当直課長は、残りの２系

統のポンプを起動し、動

作可能であることを確

認する。 

４時間 

その後の８時間に１回 

B. 条件Ａの措置を完了時間

内に達成できない場合 

または 

モード１、２および３に

おいて補助給水系２系統

以上が動作不能である場

合 

B.1 当直課長は、モード３に

する。 

および 

１２時間 

B.2 当直課長は、モード４に

する。 

３６時間 

C. モード４（蒸気発生器が

熱除去のために使用され

ている場合）において電

動補助給水ポンプによる

補助給水系の全てが動作

不能である場合 

C.1 当直課長は、電動補助給

水ポンプによる補助給

水系１系統を動作可能

な状態に復旧する措置

を開始する。 

または 

速やかに 

C.2 当直課長は、余熱除去系

１系統以上による熱除

去のための操作を開始

する。 

速やかに 

 

添付資料－2（3／3）添付資料（３／３）
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高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱からの復帰について 

 
２ ０ ２ ２ 年 ７ 月 ２ ２ 日 
関西電力株式会社 

 
 高浜発電所３号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力８７万キロワット、

定格熱出力２６６万キロワット）は、第２５回定期検査中、７月２１日  

１４時１９分に、「タービン動補助給水ポンプ※１制御油圧低」警報※２が発

信しました。 

現場の状況を確認した結果、床面に約２ｍ×約４ｍ×約１ｍｍの油（約

８リットル）が漏れていることを確認したため、制御油ポンプ※３を停止し

たところ、油の漏れは停止しました。 

 このため、タービン動補助給水ポンプが動作できない状態となったこと

から、同日１４時３０分に保安規定の運転上の制限※４を満足していない

状態にあると判断しました。 

現在、原因について、調査を行っています。 

本事象による環境への放射能の影響はありません。 
（２０２２年７月２１日お知らせ済み） 

 
 その後、制御油ポンプの系統にあるフィルタ蓋部のシート面の部品を取

り替え、制御油ポンプの確認運転を行い、油の漏れがないことを確認した

ため、本日１６時２５分に運転上の制限を満足する状態に復帰しました。 
 
※１：主給水系統事故時など、通常の給水系統の機能が失われた場合に、蒸気発生器に

給水を行うためのポンプで、蒸気発生器で発生した主蒸気の一部でタービンを回
し、その回転力でポンプを駆動するポンプのこと。そのほか高浜発電所３号機に
は、補助給水ポンプとして、電動補助給水ポンプが２台あり、タービン動補助給
水ポンプ１台とあわせて、通常時は３台とも待機状態にあり、定期的に運転して
異常のないことを確認している。 

※２：油圧が１７７ｋＰａ以下となった場合に発信する。平常値は約２００～３８０ 

ｋＰａ。 

※３：タービン動補助給水ポンプを起動するための蒸気入口調整弁（油圧式）へ油を  

供給するためのポンプ。 
※４：保安規定第６５条において、モード３（１次冷却材温度１７７℃以上）の状態で

電動補助給水ポンプによる２系統およびタービン動補助給水ポンプによる１系
統が動作可能であることが求められている。 

 
以 上 

 

（関西電力株式会社HP掲載資料）
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The Kansai Electric Power Co., 

Inc.

調査結果

事象概要

○ 発生場所：３号機中間建屋(非管理区域)

タービン動補助給水ポンプ室

4号 3号

＜発生場所＞

発電機

原子炉格納容器

主給水ポンプ

タービン

蒸気発生器

加圧器

１次冷却材

ポンプ 循環水ポンプ

復水器

原子炉容器

蒸気

タービン動補助給水ポンプ

給水

海水

オイルフィルタ蓋部

から油が漏えい

油漏えい量：約８リットル
(約２ｍ×約４ｍ×約１ｍｍ)

＜タービン動補助給水ポンプ制御油系統概略図＞

【オイルフィルタイメージ図】

油タンク

制御油ポンプ

ポンプの回転を
制御する装置

タービン動補助
給水ポンプ

制御油配管オイルフィルタ

フィルタ蓋部シート面の
パッキンがずれていた

図－４ 高浜発電所３号機の運転上の制限の逸脱について
（タービン動補助給水ポンプフィルタ蓋部からの油漏れ）

オイルフィルタ容器

シート面の点検手入れ
によるわずかな凹み当たり面

パッキンの仕様
厚み：１．５ｍｍ
幅 ：９．５ｍｍ
外形：Φ１１９ｍｍ
内径：Φ１００ｍｍ

蓋の仕様
直径：１２５ｍｍ
材質：鉄製容器

締め付けボルト

蓋

容器

11
（関西電力株式会社プレスリリースより抜粋）


